
18 Japan Dairy Council NO.511

トピックス…⑦

酪農教育ファーム認証制度の見直しを検討、

新制度は20年度導入目指す

中央酪農会議は8月28日の指定団体実務責任者会議で、酪農教育ファームなど牧場での消費者交流活動に対する

今後の支援のあり方について検討に入る方針を決めた。酪農教育ファーム推進委員会内に「酪農教育ファーム認

証制度検討会」を設置して現行の酪農教育ファーム認証制度の見直しの検討を始め、そこでの結論を経て平成20

年度から新たな認証制度に移行する予定。
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現在、わが国で消費者に一般開放している牧場は約

1,000カ所（酪農全国基礎調査から推定）ある。この

うち、酪農教育ファームの認証を取得した牧場は220

カ所（平成19年３月現在）で、平成18年度に認証牧場

で酪農体験に参加した児童・生徒等は約60万人（推計）

にのぼる。

しかし、消費者交流を行う酪農家の中からは、その

活動内容などは未認証牧場とほとんど変わらない活動

をしているにも関わらず、牧場での消費者交流活動に

対する支援が認証牧場に集中しているという指摘があ

る。また、酪農教育ファームとしては、酪農体験学習な

ど教育的視点に立った活動を期待しているが、認証の

条件が牧場の安全性や衛生面に限定されており、認証

牧場の活動の方針や内容に温度差が生じ、認証牧場か

らは活動内容などに準じた階層的な認証制度を求める

意見が出ている。さらに、18年度から地域での酪農教

育ファーム活動を支援している指定団体からは、未認

証牧場を含めた合理的な支援活動のあり方を求めるな

ど現行の認証制度の見直しを求める意見が出ている。

このため、中酪は８月28日の指定団体実務責任者会

議で、これら見直しを求める意見を踏まえ「酪農教育

ファーム認証制度検討会」を設置し、消費者交流活動

を実施する牧場の定義や、牧場の認証条件の考え方、

現行の認証制度からの移行措置などの検討を始め、20

年度から新しい仕組みを実施することを決めた。

会議で示した「検討メモ」によると、消費者交流活

動を実施する牧場を「酪農オープンファーム」（仮称）、

「酪農教育ファーム」の２種類に分類し各々の実態に

合わせて認証するとしている。

「酪農オープンファーム」は、牧場を余暇の場とし

て消費者に開放し、消費者との幅広い交流活動を実施

する牧場としている。認証条件は、牧場での交流活動

の安全性確保のための環境整備や衛生管理基準の順

守、２年に１回程度の活動内容の現地調査・指導を受

けることを条件に、原則として指定団体が認証する。

一方、「酪農教育ファーム」は、酪農オープンファー

ムの中で、①酪農体験を通して食といのちの学びを支

援する、②酪農生産に関する幅広い知識や情報を広め

る―といった観点から、体験学習型プログラムを提供

できる牧場と位置づけている。認証条件は、酪農オー

プンファームの条件に加え、認証時に研修会の受講や

体験学習に関する知識や技術の習得を図るために、３

年に１回のスキルアップ研修会の受講、指定団体によ

る年１回程度の現地調査の実施などを条件に、原則と

して中酪が認証する。

また、検討会では、各認証の特性等を踏まえた支援

ツールや活動プログラムの開発と提供のほか、酪農体

験学習活動を自ら実施、指導、支援する個人を「酪農

体験学習専門指導員」（仮称）として養成、認定する

ことや、牧場での消費者交流活動が経済的に成立する

ための料金体系の整備などを検討する。


